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報 告

合併市町村における歯科保健事業の実施状況
―常勤歯科衛生士の有無による比較―

末高 武彦

概要：わが国の市町村数は，平成の大合併によって著しく減少した．合併後の市町村は，平均すると人口・面積ともに
約 3.5 倍に増加した．合併市町村における歯科保健事業の実施状況と合併による事業等への影響について，著者が作成した
調査票を用いて合併した 540 市町村に郵送法で調査し 59％の市町村から回答を得た．ここでは，回答票を常勤歯科衛生士
がいる市町村といない市町村に区分して分析した．
この結果，5つの歯科保健事業の実施率は，いずれも歯科衛生士がいる市町村で高いがほとんどの事業で有意な違いが認
められなかった．合併による事業の増減も歯科衛生士の有無により違いが認められなかった．しかし，職員の業務量増加
は歯科衛生士のいる市町村で訴えが多く，その理由を広域化としている．これは歯科衛生士が 1人の市町村が多く，合併
前より負担過重となっていると考えられる．
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はじめに

平成の大合併によりわが国の市町村数は 2008 年には
1,788 であり，2000 年に比べ 55％となり大幅に減少し
た1）．この合併は，行財政基盤の強化，行政サービスの効
率化などを目的2）として行われたが，一方では人口・面
積ともに約 3.5 倍に増加した＊1.
合併全般についての評価・検証は，市町村の合併に関

する研究会などによって行われている＊1，3）．このうち保
健事業の分野については，尾島4），安武ら5），桝本ら6）に
よって報告されている．しかし，歯科保健事業について
は，本報告の概要を末高7）が報告したのみである．
市町村に常勤する歯科衛生士は 618 人（2008 年 3 月現

在）8）であり，この数を単純に市町村数で割ると 0.35 とな
る．このことから，市町村の歯科保健事業は歯科衛生士
と保健師とが協働して行っていると理解できる．
本報告は，このような現状で歯科衛生士が常勤する市

町村と歯科衛生士が常勤せず保健師が中心となって歯科
保健事業に携わっている市町村で，歯科保健事業の実施

状況が異なるかどうか，また，市町村合併によりどのよ
うな影響がみられたか，合併市町村を対象とした調査結
果をもとに検証する．

対象および方法

調査は，2003 年 4 月以降に合併した 540 市町村すべて
を対象として，2007 年 8 月に合併市町村の歯科保健担当
課に調査票を郵送して行った．調査項目は，表 1のよう
である．このうち，合併市町村の人口規模等の特性につ
いては，時期を一定にするため 2005 年国勢調査結果を調
査者が記入した．
調査全体の概要については，すでに末高7）が報告して

いる．本報告では，市町村に常勤する歯科衛生士職員が
いる市町村（以下，DHあり）と歯科衛生士がいないで保
健師が中心となって歯科保健事業に携わっている市町村
（以下，DHなし）に区分して，表 1のうち歯科保健事業
の実施状況と合併による歯科保健事業への影響につい
て，両者の状況を比較して報告する．
調査は，7つの歯科保健事業（1歳 6か月児歯科健康診
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